
家事用料金における影響 

 

１ 家事用における使用水量の状況 

 (1) 家事用の多くが、水量区分９から２０立方メートルに位置しています。 

 
 

(2) 家事用の多くが、口径１３ミリメートルか２０ミリメートルのメーター

を設置しています。 

口径 13 ㎜ 20 ㎜ 25 ㎜ 40 ㎜ 50 ㎜ 75～200 ㎜ 計 

個数 59,773 8,910 141 27 5 0 68,856 

割合 99.75％ 0.20％ 0.04％ 0.01％ 0.00％ 100.00％ 

 

２ 料金改定による影響見込（口径 13・20 ミリメートル） 

(1)  基本料金での比較 

 
現行 

用途別改定案 口径別改定案 

金額 差額 金額 差額 

０-８㎥ 520 円 680 円 160 円 680 円 160 円 

 

(2) 水量区分２０立方メートルにおける料金比較 

 
現行 

用途別改定案 口径別改定案 

金額 差額 金額 差額 

20 ㎥ 1,360 円 1,700 円 340 円 1,700 円 340 円 

 

(3) 標準的世帯における１か月当たりの料金比較 

ア 標準的世帯の使用水量 

26 年度の１日１人当たりの使用水量実績・・・245 リットル 

世帯人員が４人の世帯を「標準的世帯」とした場合の１月の使用水量

を推計します。 

 245〔ℓ/人･日〕×30〔日〕×４〔人〕／1,000〔ℓ〕≒30〔㎥〕 

イ １か月の料金比較 

 
現行 

用途別改定案 口径別改定案 

金額 差額 金額 差額 

30 ㎥ 2,160 円 2,650 円 490 円 2,650 円 490 円 

 

 

３ 県内各事業体との水道料金（家事用）比較 （税抜） 

(1) ８立方メートルの料金（１か月） 

 事業体 水道料金 

１ 秦野市（現行） ５２０円 

２ 川崎市 ５３０円（専用・一般） 

３ 小田原市 ６１０円 

３ 秦野市（改定案） ６８０円 

４ 南足柄市 ７００円 

５ 神奈川県企業庁 ７１０円 

６ 座間市 ７６０円 

７ 横浜市 ７９０円 

８ 横須賀市 ８９０円（一般用管径 20） 

９ 三浦市 １，０７０円 

 

(2) 標準的世帯の料金（３０㎥の１か月料金）        水道料金順 

 事業体 水道料金 下水道使用料 合計 

１ 秦野市（現行） ２，１６０円 ３，６５０円 ５，８１０円 

２ 南足柄市 ２，４００円 ２，３１４円 ４，７１４円 

２ 秦野市（改定案） ２，６５０円 ３，６５０円 ６，３００円 

３ 小田原市 ２，９１０円 ４，０７７円 ６，９８７円 

４ 座間市 ３，３５４円 ２，９１５円 ６，２６９円 

５ 川崎市 ３，８７０円 ３，６００円 ７，４７０円 

６ 神奈川県企業庁 ４，００１円 － － 

７ 横須賀市 ４，２１０円 ３，７６６円 ７，９７６円 

８ 横浜市 ４，７１６円 ３，５８０円 ８，２９６円 

９ 三浦市 ４，８４０円 ３，８５０円 ８，６９０円 
      
※神奈川県企業庁の下水道使用料は、各自治体により料金が異なるため未集計  

資料４ 


